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健総発第０３３１０１２号 

平成２０年３月３１ 日 

各 都道府県衛生主管部（局）長 殿 

厚生労働省 

健康局総務課長 

健康診査管理指導等事業実施のための指針について 

 平成１８年の医療制度改革において、老人保健法（昭和５７年法律第８０号）が高

齢者の医療の確保に関する法律に全面改正され、医療保険者に４０歳以上７４歳以下

の被保険者及び被扶養者に対する生活習慣病予防に着目した特定健康診査及び特定

保健指導（以下「特定健診・保健指導」という。）の実施が義務付けられた。 

 これに伴い、従来の基本健康診査を中心とする老人保健事業のうち、特定健診・保

健指導を含む高齢者の医療の確保に関する法律に定められたもの以外については、健

康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１７条第１項及び第１９条の２に基づく健

康増進事業として、引き続き市町村（特別区を含む。以下同じ。）が実施することと

された。 

 また、平成１０年度に一般財源化された際、老人保健法に基づかない事業と整理さ

れたがん検診についても、健康増進法第１９条の２に基づく健康増進事業と位置付け、

引き続き市町村において実施することとしている。 

 上記に伴い、生活習慣病検診等管理指導協議会の設置及び運営、生活習慣病検診従

事者指導講習会の開催、生活習慣病登録・評価事業、地域・職域連携推進協議会の設

置及び運営等については、事業の重要性等にかんがみ、「健康診査管理指導等事業実

施のための指針」を別添のとおり定めたので、平成２０年度以降における本事業の実

施に際し参考とされたく特段の御配慮をお願いする。 
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別 添

健康診査管理指導等事業実施のための指針

第１ 事業の目的

 心臓病、脳卒中等の生活習慣病予防対策として保健事業等が広く実施されて

いるが、このうち健康診査については、精度管理の面から要精検率や疾病発見

率等の把握が重要であるほか、健康診査に従事する者の資質の向上、細胞検査

士の養成が必要である。

また、地域保健サービスとしての保健事業の効率的な実施のための職域保健

サービスとの連携の必要性が高まってきている。

このため、がん、脳卒中等の生活習慣病の動向を把握し、また、市町村、医

療保険者等で実施される健康診査の実施状況や検診実施機関の精度管理の状況

を把握・評価して専門的な見地から適切な指導を行うとともに、これら健康診

査に従事している者の資質の向上や細胞検査士の養成を行うほか、保健指導に

当たる市町村保健師等の研修を行い、また、職域保健サービス提供主体との協

議の場を設けて相互の連携の強化を図り、もって保健事業等がより効果的、効

率的に実施されることを目的とする。

第２ 事業の実施主体

 都道府県とする。

第３ 生活習慣病検診等管理指導協議会の設置及び運営

１ 趣旨

 都道府県は、がん、心臓病等の生活習慣病の動向を把握し、また、市町

村、医療保険者及び検診実施機関に対し、検診の実施方法や精度管理の在

り方等について専門的な見地から適切な指導を行うために、生活習慣病検

診等管理指導協議会を設置・運営するものである。

２ 組織

 生活習慣病検診等管理指導協議会は、循環器疾患等部会、胃がん部会、

子宮がん部会、肺がん部会、乳がん部会、大腸がん部会及び生活習慣病登

録・評価等部会の７部会で構成するものとする。
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（個別の市町村の状況を含む。）をホームページに掲載する等の方法によ

り公表する。 

ク アからカまでの検討及び調査の際には、報告書を参照する。

５ 子宮がん部会

（１）部会の構成

子宮がん部会は、保健所、医師会、日本産婦人科医会及び日本臨床細

胞学会等に所属する学識経験者等子宮がん検診にかかわる専門家によっ

て構成するものとする。

（２）部会の運営

子宮がん部会は、次の事項について審議し、その結果を都道府県に報

告するものとする。

ア 市町村において実施した子宮頸がん検診及び子宮体がん検診それぞ

れの受診率、要精検率、精検受診率、陽性反応適中度及びがん発見率

等の指標を把握し、以下の検証を行うことにより、広域的見地から子

宮がん検診の事業評価を行い、地域医師会、検診実施機関、精密検査

機関等関係者に対する指導又は助言を行う。また、その効果や効率を

評価し、今後の子宮がん検診の実施方法等について検討する。

・ 各指標について全国数値との比較を行う等の方法により、都道府

県全体としての子宮がん検診の事業評価を行う。

・ 各指標について市町村ごとの検討を行い、各市町村間、都道府県

及び全国における数値との比較において大きなばらつきがないか検

証する。

・ 各指標について検診実施機関の間で大きなばらつきがないか検証

する。

イ 特に、精密検査の結果子宮がんと診断された症例については、検討

会を設ける等の方法により、その検診受診歴、子宮頸がん又は子宮体

がんの病期、治療の状況等を検討し、検診の効果や効率を評価する。

ウ 各指標について、市町村や検診実施機関の間で大きなばらつきがあ

る場合等には、報告書の「がん検診の事業評価における主要指標につ

いて」等を参考として、検診実施機関の精度管理上の問題か、がん検

診の対象集団の特性の差異によるものかなど、問題の所在を明らかに

するように努める。 

エ 市町村における精密検査の未受診者に対する受診指導について、そ

の実施手法、実施間隔等を把握し、精検受診率を向上させるための具

体的な改善策を検討する。 
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オ 検診実施機関（細胞診検査センターを含む。）における細胞診検査の精

度の向上を図るため、検体の抜取り調査等により判定結果を評価し、並

びに検体の処理数及び保存状況等について評価し、今後における精度管

理の在り方について検討し、検診実施機関に対する指導又は助言を行う

とともに、精度管理上の問題が認められるにもかかわらず、改善のため

の措置をとらない検診実施機関については、検診を委託することが適切

でない旨の情報提供を市町村に対し行う。また、これらの業務を適切に

行うため、市町村、検診実施機関等と連携し、報告書の「子宮頸がん検

診のための事業評価のためのチェックリスト（検診実施機関用）」を参考

とするなどして、事業評価を実施するとともに、必要に応じて検診実施

機関の実地調査を行う。 

カ その他子宮がん検診の精度の維持・向上のために必要な事項を検討す

る。 

キ アからカまでの検討結果については、市町村及び検診実施機関等に対

し説明会や個別指導等を通じて周知を図り、それぞれの事業改善を求め

る。また、住民が自ら受けるがん検診の質を判断できるよう、検討結果

（個別の市町村の状況を含む。）をホームページに掲載する等の方法によ

り公表する。 

ク アからカまでの検討及び調査の際には、報告書を参照する。

６ 肺がん部会

（１）部会の構成

肺がん部会は、保健所、医師会、日本肺癌学会及び日本臨床細胞学会

等に所属する学識経験者、診療放射線技師等「感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）に規定

する定期の健康診断等にかかわる専門家によって構成するものとする。

（２）部会の運営

肺がん部会は、次の事項について審議し、その結果を都道府県知事に

報告するものとする。

ア 市町村において実施した肺がん検診の受診率、要精検率、精検受診

率、エックス線検査受診者中の高危険群所属率、陽性反応適中度及び

がん発見率等の指標を把握し、以下の検証を行うことにより、広域的

見地から肺がん検診の事業評価を行い、地域医師会、検診実施機関、

精密検査機関等関係者に対する指導又は助言を行う。また、その効果

や効率を評価し、今後の肺がん検診の実施方法等について検討する。

・ 各指標について全国数値との比較を行う等の方法により、都道府
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